
組合そくほう 
全大教ホームページ http://www.zendaikyo.or.jp/ 

信 州 大 学 教 職 員 組 合 

URL http://www7a.biglobe.ne.jp/~akarenga/ 

信州大学教職員組合事務局 

直通電話： 0263-33-0933(FAX 兼用) 

内 線 ： 811-2341 

akarenga@kbf.biglobe.ne.jp 

 

通算 897 号 2020 年 11 月 20 日発行 

 

全大教関東甲信越地区単組代表者会議 
 

全大教（全国大学高専教職員組合）の「2020 年秋合同地区別単組代表者会議（関東甲

信越地区）」が 11月 15日（日）13:00～17:00に、Web上で開催されました。関東甲信

越地区から 17 単組 21 人（＋全大教中執 6 人）が参加し、情報の交換をおこないまし

た。信大からは、國頭事務局長と、三木が参加しました。 

 

 全大教中執からは、この秋冬の労働条件改善の取り組みのポイントについての解説

がありました。 

 主な課題として、①新型コロナ対応にともなう労働環境の整備、②人事院勧告への

対応、③同一労働同一賃金の実現・不合理な待遇の解消、④長時間労働の是正、ワー

クライフバランスの確立、⑤有期雇用教職員の雇用上限の撤廃、無期雇用転換の促進、

⑥定年延長、があげられています。 

 続いて、単組からの情報交換がおこなわれました。 

 ボーナスの減額（人事院勧告）については、大学・研究機関によって様々な対応が

あり、減額見送りを決めたところや、減額は決まったが労働環境の改善（代償措置）

に振り向けたところがあります。法人側も、代償措置のアイデアがないので、組合側

から提案していく必要があるようです。 

 新型コロナ対応に関しては、在宅勤務の手当の規程がなかったところで、規程をつ

くり手当を出すことになった事例が紹介されました。リモートワークで非常勤講師に

交通費を支払わなくなったケース、事務職員の残業の問題（法人側は長時間の残業を

書面上「禁止」するが、実際は長時間勤務になってしまうというケース）、コロナ下で

法人側からの説明会の機会が減ってしまったところもみられます。大学入学共通テス

トの実施に関しては、本人や家族に基礎疾患のある人の安全をどのようにはかるのか、

法人側と交渉中の組合もありました。なかには、非常勤職員の賃金など、文科省から

も配慮するように通達されていることを実施していない大学もあり、組合の指摘・要

求でようやく実施するようになるなど、労働組合の存在が不可欠であることがわかり

ます。 

 学長選挙の透明性に問題を抱える大学も複数あります（そもそも意向投票すらない

大学も）。特に、お隣の山梨大学・山梨県立大学の事例は、無視できない動向だと感じ

ました。 

 野辺山宇宙電波観測所（敷地はもとは信大農場）の苦境を描いたテレビ信州の「カ

ネのない宇宙人 閉鎖危機に揺れる野辺山観測所」（ギャラクシー賞テレビ部門大賞）
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のように、予算そのものが絞られることの問題を社会に知ってもらうことの重要性の

指摘もありました。日本学術会議の会員任命拒否事件についての声明を出した単組や

有志の経験も紹介されました。 

 

 新型コロナ対応の内容は、大学・研究機関によって大きく異なっていました。信大

内でも、学部・キャンパスによってずいぶん違うようですので、我々の組合内でも情

報交流が必要だと思います（12月 5日の合同職懇のときにできればと思います）。 

 また、各大学・教職員がオンライン講義などの努力をしていることを悪用して、財

政支出削減のために大学間の「合理化」をはかろうとする動きもあります。労働組合

をはじめ、大学全体でこの策動をはねかえしていかねばなりません。 

（三木敦朗） 

 

 

 

「同一労働同一賃金」最高裁判決 Web 学習会開催 
 全大教の企画で、正規労働者と非正規労働者との労働条件格差の不合理性が争われた 10 月

13日と 15日の最高裁判決についての Web学習会が開催されます。 

 同一労働同一賃金の実現、不合理な待遇差の解消にむけて、全大教顧問弁護団の今泉義竜弁

護士を講師に、最高裁判決や法律について学習し、今後の活動に活かしていきます。 

1．日時 12月 9日（水）18：30～20：00  Cisco Webexによる Web学習会 

2．内容（予定） 

 〇今泉義竜弁護士（東京法律事務所・全大教顧問弁護団）からの報告 

   大阪医科薬科大事件（賞与、病気欠勤賃金等） 

   メトロコマース事件（退職金等） 

   日本郵便事件（夏期冬期休暇、病気休暇、扶養手当等） 

 〇質疑 

3．参加対象：各単組 2名 ※3名以上希望の場合はご相談ください。 

4．参加申込締切：12月 4日（金） 

 

※参加ご希望の方（組合員）は組合事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 


